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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第62期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第63期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第62期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 106,146 63,388 337,417

経常利益又は経常損失(△)

（百万円）
7,390 △557 1,020

四半期（当期）純利益又は四半期純損失(△)（百万円） 4,912 △310 1,063

純資産額（百万円） 164,257 151,747 150,379

総資産額（百万円） 272,559 236,915 226,584

１株当たり純資産額（円） 1,788.061,636.771,625.63

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失

金額(△)（円）
54.42 △3.44 11.77

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 54.34 － 11.77

自己資本比率（％） 59.3 62.4 64.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
7,652 △1,961 20,066

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△6,055 △3,881 △25,253

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,291 4,854 △3,720

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） 34,013 24,509 25,008

従業員数（人） 15,238 15,039 14,838

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。　

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第63期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式

は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 15,039(1,531)

　　(注)　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む。）であり、臨時雇用者数（期間従業員、人材会社からの派遣社員、パートタイマーを含む。）は、当第１四

半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 6,167(1,056)

　　(注)　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数

（期間従業員、人材会社からの派遣社員、パートタイマーを含む。）は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）

外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　なお、客先生産台数の減少により、自動車用部品事業及び一般電機部品及びその他の事業の生産実績が前年同四半

期に比べ、著しく減少しております。　

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年６月30日）

前年同四半期比(％)

自動車用部品事業（百万円） 61,677 59.5

一般電機部品及びその他の事業（百万円） 1,115 63.2

合計（百万円） 62,792 59.6

　　(注)１　金額は販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、トヨタ自動車株式会社をはじめとして、各納入先より四半期毎及び翌月

の生産計画の提示を受け、当社グループ（当社及び連結子会社）の生産能力を勘案して生産計画をたて生産してお

ります。このため、受注状況の記載を省略しております。

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　なお、客先生産台数の減少により、自動車用部品事業及び一般電機部品及びその他の事業の販売実績が前年同四半

期に比べ、著しく減少しております。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年６月30日）

前年同四半期比(％)

自動車用部品事業（百万円） 62,237 59.6

一般電機部品及びその他の事業（百万円） 1,151 64.3

合計（百万円） 63,388 59.7

　　(注)１　前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績

の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年６月30日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

トヨタ自動車株式会社 38,535 36.3 23,293 36.7

２　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。　

２【事業等のリスク】

  当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　　
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３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

 

(1) 業績の状況

　当第１四半期の世界経済は、前年度の大幅な景気後退が各国の景気対策により底入れしつつあり、減速感が弱ま 

りました。

　自動車業界におきましては、欧州、中国、インドでは減税や購入補助による販売対策の効果もあり、販売台数が堅調

に推移したものの、日本、北米では、個人消費の低迷により自動車販売台数が大幅減で推移しました。 

  このような環境の中で、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、連結売上高はスイッチ類等主力製品

の販売が減少したため、63,388百万円と、前年同四半期に比べ42,758百万円(40.3％)の減収となり、利益につきまし

ては、合理化・拡販努力を行ったものの、客先生産台数の減少などの影響の結果、連結営業損失は1,333百万円と、前

年同四半期に比べ7,914百万円(－％)、連結経常損失は557百万円と、前年同四半期に比べ7,947百万円(－％)、連結

四半期純損失は310百万円と、前年同四半期に比べ5,222百万円(－％)それぞれ減益となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

 (自動車用部品事業)

  自動車用部品事業は全体的に売上が減少し、売上高は62,237百万円と、前年同四半期に比べ42,118百万円

(40.4％)の減収となりました。　

 (一般電機部品及びその他の事業)

　一般電機部品及びその他の事業は、売上高は1,151百万円と、前年同四半期に比べ639百万円(35.7％)の減収となり

ました。

 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

 (日本)

客先生産台数の減少などにより、売上高は47,207百万円と、前年同四半期に比べ28,195百万円(37.4％)の減収と

なりました。営業損失は、合理化等に積極的に取組んだものの、売上高の減少などにより、2,063百万円と、前年同四

半期に比べ4,896百万円(－％)の減益となりました。

 

 (北米)

客先生産台数の減少などにより、売上高は11,379百万円と、前年同四半期に比べ8,767百万円(43.5％)の減収とな

りました。営業損失は、売上高の減少などにより、238百万円と、前年同四半期に比べ682百万円(－％)の減益となり

ました。

 

 (アジア)

客先生産台数の減少などにより、売上高は8,079百万円と、前年同四半期に比べ7,067百万円(46.7％)の減収とな

りました。営業利益は、売上高の減少などにより、648百万円と、前年同四半期に比べ1,861百万円(74.2％)の減益と

なりました。

 

 (その他の地域)

売上高は3,833百万円と、前年同四半期に比べ3,217百万円(45.6％)の減収となりました。営業利益は106百万円

と、前年同四半期に比べ266百万円(71.4％)の減益となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、24,509百万円となり、前連

結会計年度末より498百万円減少いたしました。

 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、使用した資金は1,961百万円(前第１四半期連結会計期間に比べ9,613百万円減少)となりまし

た。これは主に減価償却費4,237百万円と仕入債務の増加額2,511百万円等による増加と、売上債権の増加額6,512百

万円と賞与引当金の減少額1,247百万円等による減少の結果であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は3,881百万円(前第１四半期連結会計期間に比べ2,174百万円減少)となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得による支出3,722百万円等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、得られた資金は4,854百万円(前第１四半期連結会計期間に比べ8,145百万円増加)となりまし

た。これは主に長期借入れによる収入5,450百万円等によるものであります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4) 研究開発活動

  当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動金額は、3,837百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月３日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 94,234,171 94,234,171

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数100株

計 94,234,171 94,234,171 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　(a) 旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。　

平成16年６月22日開催の第57回定時株主総会決議（平成16年８月２日発行）　
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第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 88

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数1,000株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 88,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,862

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成22年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,862

資本組入額 931

新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株予約権者」とい

う。）が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、これを行使す

ることができる。また、新株予約権者が当社の取締役および従業員

ならびに当社連結子会社の取締役のいずれの地位をも有さなく

なった場合にも新株予約権を行使することができる。ただし、いず

れの場合にも後記(2）に掲げる新株予約権割当契約に定める条件

による。

(2）その他の新株予約権の行使の条件については、平成16年６月22日開

催の第57回定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に

基づき、当社と各対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定

めるところによる。　

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
－

平成17年６月21日開催の第58回定時株主総会決議（平成17年８月１日発行）　
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第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 2,152

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 215,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,996

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月１日

至　平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,996

資本組入額 998

新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株予約権者」とい

う。）が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、これを行使す

ることができる。また、新株予約権者が当社の取締役および従業員

ならびに当社関係会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなっ

た場合にも新株予約権を行使することができる。ただし、いずれの

場合にも後記(2）に掲げる新株予約権割当契約に定める条件によ

る。

(2）その他の新株予約権の行使の条件については、平成17年６月21日開

催の第58回定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に

基づき、当社と各対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定

めるところによる。　

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
－

(b) 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年６月21日開催の第59回定時株主総会決議（平成18年８月１日発行）
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第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 3,245

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 324,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり2,346

新株予約権の行使期間
自　平成20年８月１日

至　平成24年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 2,346

資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株予約権者」とい

う。）が当社の取締役および従業員ならびに当社関係会社の取締役

等のいずれの地位をも有さなくなった場合にも新株予約権を行使

することができる。ただし、下記(3）に掲げる新株予約権割当契約

に定める条件によるものとする。

(2）新株予約権の相続はこれを認めない。　

(3）その他の新株予約権の行使の条件については、平成18年６月21日開

催の第59回定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。 　

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、

新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再

編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と

いう。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236

条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象

会社」という。）の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付す

ることとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成

対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の

条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併

契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約また

は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

平成19年６月20日開催の第60回定時株主総会決議（平成19年８月１日発行） 
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第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 3,745

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 374,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり3,498

新株予約権の行使期間
自　平成21年８月１日

至　平成25年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 3,498

資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。 

新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株予約権者」とい

う。）が当社の取締役および従業員ならびに当社関係会社の取締役

等のいずれの地位をも有さなくなった場合にも新株予約権を行使

することができる。ただし、下記(3）に掲げる新株予約権割当契約

に定める条件によるものとする。 　

(2）新株予約権の相続はこれを認めない。 　

(3）その他の新株予約権の行使の条件については、平成19年６月20日開

催の第60回定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。  　

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、

新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再

編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と

いう。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236

条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象

会社」という。）の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付す

ることとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成

対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の

条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併

契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約また

は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。  

 

平成20年６月19日開催の第61回定時株主総会決議（平成20年８月１日発行） 

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 3,745

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 374,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり2,138

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月１日

至　平成26年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 2,138

資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。 
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第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株予約権者」とい

う。）が当社の取締役および従業員ならびに当社関係会社の取締役

等のいずれの地位をも有さなくなった場合にも新株予約権を行使

することができる。ただし、下記(3）に掲げる新株予約権割当契約

に定める条件によるものとする。 　

(2）新株予約権の相続はこれを認めない。 　

(3）その他の新株予約権の行使の条件については、平成20年６月19日開

催の第61回定時株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。  　

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、

新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再

編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と

いう。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236

条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象

会社」という。）の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付す

ることとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成

対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の

条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併

契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約また

は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。  

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

自　平成21年４月１日　

至　平成21年６月30日　
－ 94,234,171－ 22,856 － 25,110
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（５）【大株主の状況】

  住友信託銀行株式会社から、平成21年５月12日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成21年４月30日現

在で以下のとおり株式を所有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、

当社として実質所有株式数の確認ができません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番３３号 4,996,100 5.30

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

 平成21年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式　 3,917,000 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式　90,238,600 902,386 －

単元未満株式 普通株式　　　78,571 － －

発行済株式総数 94,234,171 － －

総株主の議決権 － 902,386 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成21年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

株式会社

東海理化電機製作所

愛知県丹羽郡大口町

豊田三丁目260番地
3,917,000 － 3,917,000 4.15

計 － 3,917,000 － 3,917,000 4.15

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年４月 ５月 ６月

最高（円） 1,316 1,470 1,549

最低（円） 965 1,179 1,382

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における取引価格であります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については監査法人トーマツにより四半期レビューを受け、当第１

四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４

月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより四半期

レビューを受けております。

　なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日

をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。　
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,766 16,060

受取手形及び売掛金 42,788 35,766

有価証券 11,494 12,564

商品及び製品 5,517 5,994

仕掛品 11,075 10,763

原材料及び貯蔵品 3,630 3,591

その他 16,415 12,854

貸倒引当金 △66 △71

流動資産合計 107,622 97,523

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※5
 27,666

※1, ※5
 27,689

機械装置及び運搬具（純額） ※1, ※5
 25,673

※1, ※5
 26,908

その他（純額） ※1
 25,723

※1
 25,459

有形固定資産合計 79,063 80,057

無形固定資産

のれん ※4
 143

※4
 152

その他 2,935 2,984

無形固定資産合計 3,079 3,136

投資その他の資産

投資有価証券 28,536 26,840

その他 18,733 19,148

貸倒引当金 △120 △122

投資その他の資産合計 47,149 45,867

固定資産合計 129,292 129,061

資産合計 236,915 226,584
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 31,878 28,928

短期借入金 4,767 4,553

1年内返済予定の長期借入金 263 268

未払法人税等 171 111

賞与引当金 3,221 4,463

製品保証引当金 5,047 5,109

その他の引当金 47 136

その他 15,053 13,057

流動負債合計 60,451 56,630

固定負債

長期借入金 6,621 1,308

退職給付引当金 17,275 17,360

その他の引当金 424 521

その他 395 384

固定負債合計 24,717 19,574

負債合計 85,168 76,204

純資産の部

株主資本

資本金 22,856 22,856

資本剰余金 25,134 25,142

利益剰余金 111,085 112,118

自己株式 △7,033 △7,047

株主資本合計 152,042 153,069

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △118 △1,322

為替換算調整勘定 △4,083 △4,923

評価・換算差額等合計 △4,201 △6,246

新株予約権 392 360

少数株主持分 3,513 3,196

純資産合計 151,747 150,379

負債純資産合計 236,915 226,584
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(2)【四半期連結損益計算書】
　【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 106,146 63,388

売上原価 91,325 58,201

売上総利益 14,821 5,187

販売費及び一般管理費 ※1
 8,240

※1
 6,521

営業利益又は営業損失（△） 6,581 △1,333

営業外収益

受取利息 196 95

受取配当金 89 47

持分法による投資利益 78 －

為替差益 521 477

その他 120 396

営業外収益合計 1,006 1,017

営業外費用

支払利息 127 84

持分法による投資損失 － 38

その他 70 117

営業外費用合計 197 241

経常利益又は経常損失（△） 7,390 △557

特別利益

新株予約権戻入益 － 9

特別利益合計 － 9

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

7,390 △547

法人税等 ※2
 2,231

※2
 △299

少数株主利益 246 61

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,912 △310
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

7,390 △547

減価償却費 4,461 4,237

のれん及び負ののれん償却額 12 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,801 △1,247

製品保証引当金の増減額（△は減少） 19 △76

退職給付引当金の増減額（△は減少） △118 △143

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △192 △96

受取利息及び受取配当金 △286 △143

支払利息 127 84

為替差損益（△は益） △695 △667

持分法による投資損益（△は益） △78 38

有形固定資産除売却損益（△は益） 116 5

売上債権の増減額（△は増加） 3,889 △6,512

たな卸資産の増減額（△は増加） 495 491

仕入債務の増減額（△は減少） △4,522 2,511

未払消費税等の増減額（△は減少） △143 108

その他 3,114 △180

小計 11,782 △2,136

利息及び配当金の受取額 312 139

利息の支払額 △129 △93

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,314 128

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,652 △1,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,124 △3,722

有形固定資産の売却による収入 45 29

投資有価証券の取得による支出 △1 △11

投資有価証券の売却による収入 30 2

貸付けによる支出 △47 △53

貸付金の回収による収入 40 37

その他 2 △162

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,055 △3,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △463 116

長期借入れによる収入 － 5,450

長期借入金の返済による支出 － △58

リース債務の返済による支出 △11 △30

配当金の支払額 △2,255 △724

少数株主への配当金の支払額 △694 △3

少数株主からの払込みによる収入 － 97

自己株式の取得による支出 △1 △0

その他 134 6

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,291 4,854
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 208 489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,486 △498

現金及び現金同等物の期首残高 35,419 25,008

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 80 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 34,013

※
 24,509
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【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．たな卸資産の評価方法 四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省

略し前連結会計年度に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法によっ

ております。

２．繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営

環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合

に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。　

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、税引前四半期純損失となった場合等には、法定実効税率を乗じて

計算しております。　

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

 

EDINET提出書類

株式会社東海理化電機製作所(E01898)

四半期報告書

21/29



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、203,313百万円で

あります。

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額は、198,907百万円で

あります。

　２　保証債務

当社は、従業員の下記金融機関からの住宅資金借入

金に対し、債務保証を行っております。

　２　保証債務

当社は、従業員の下記金融機関からの住宅資金借入

金に対し、債務保証を行っております。

㈱三菱東京UFJ銀行 18百万円

㈱りそな銀行 11百万円

計 29百万円

㈱三菱東京UFJ銀行 19百万円

㈱りそな銀行 12百万円

計 31百万円

　３　受取手形割引高は、265百万円であります。 　３　受取手形割引高は、278百万円であります。

※４　のれん及び負ののれんの表示

のれんと負ののれんは相殺表示しております。

※４　のれん及び負ののれんの表示

　　　のれんと負ののれんは相殺表示しております。

のれん 177百万円

負ののれん 33百万円

相殺後ののれん 143百万円

のれん 189百万円

負ののれん 37百万円

相殺後ののれん 152百万円

※５　過年度に取得した資産のうち、国庫補助金の受入れに

よる圧縮記帳累計額は303百万円であり、四半期連結貸

借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しておりま

す。

　なお、その内訳は建物及び構築物138百万円、機械装置

及び運搬具164百万円であります。

※５　過年度に取得した資産のうち、国庫補助金の受入れに

よる圧縮記帳累計額は303百万円であり、連結貸借対照

表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

　なお、その内訳は建物及び構築物138百万円、機械装置

及び運搬具164百万円であります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当 2,566百万円

賞与引当金繰入額 689百万円

製品保証引当金繰入額 596百万円

退職給付費用 136百万円

役員賞与引当金繰入額 68百万円

役員退職慰労引当金繰入額 33百万円

給料手当 2,218百万円

賞与引当金繰入額 533百万円

製品保証引当金繰入額 384百万円

退職給付費用 128百万円

役員賞与引当金繰入額 44百万円

役員退職慰労引当金繰入額 31百万円　

貸倒引当金繰入額　 8百万円　　

※２　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しておりま

す。

※２　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しておりま

す。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

現金及び預金勘定 22,743百万円

有価証券勘定 14,083百万円

計 36,827百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△813百万円

取得日から償還日までの期間

が３ヶ月を超える短期投資
△2,000百万円

現金及び現金同等物 34,013百万円

 

現金及び預金勘定 16,766百万円

有価証券勘定

当座借越(短期借入金勘定)　

11,494

△104

百万円

百万円　

計 28,156百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△446百万円

取得日から償還日までの期間

が３ヶ月を超える短期投資
△3,199百万円

現金及び現金同等物 24,509百万円

 

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　94,234千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　 3,909千株

 

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　親会社　392百万円

 

４．配当に関する事項

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月18日

定時株主総会
普通株式 722 8 平成21年３月31日平成21年６月19日利益剰余金　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

当社グループは、スイッチ類、シートベルト、キーロック、シフトレバー等、自動車用部品の専門メーカーであ

り、当該部品の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

当社グループは、スイッチ類、シートベルト、キーロック、シフトレバー等、自動車用部品の専門メーカーであ

り、当該部品の売上高及び営業損益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び、営業損益の金額の絶対値の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                             

(1）外部顧客に対す

る売上高
65,03920,11713,945 7,043106,146 ― 106,146

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

10,362 28 1,200 6 11,598△11,598 ―

計 75,40220,14615,146 7,050117,744△11,598106,146

営業利益 2,833 444 2,509 372 6,160 420 6,581

　会計処理の方法の変更等

　(棚卸資産の評価に関する会計基準)　

　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を

適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が日本で141百万円減少しております。

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い)　

　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号　平成18年5月17日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が

アジアで9百万円、その他の地域で11百万円それぞれ減少しております。

(有形固定資産の耐用年数の変更)　

  法人税法の改正に伴い、当社及び国内連結子会社は当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数の見直しを

行った結果、耐用年数を短縮しております。これにより、日本の営業利益が56百万円減少しております。
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当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）　

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                             

(1）外部顧客に対す

る売上高
40,90811,358 7,296 3,824 63,388 － 63,388

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

6,298 20 782 9 7,110△7,110 －

計 47,20711,379 8,079 3,833 70,499△7,110 63,388

営業利益又は営業損失

(△)
△2,063 △238 648 106 △1,547 213 △1,333

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）北米……………アメリカ、カナダ

(2）アジア…………中国、台湾、フィリピン、タイ

(3）その他の地域…イギリス、チェコ、ブラジル、ベルギー

 

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 20,075 15,416 7,290 42,782

Ⅱ　連結売上高（百万円）             106,146

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
18.9 14.5 6.9 40.3

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 11,351 8,863 3,963 24,177

Ⅱ　連結売上高（百万円）             63,388

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
17.9 14.0 6.2 38.1

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）北米……………アメリカ、カナダ

(2）アジア…………中国、台湾、フィリピン、タイ

(3）その他の地域…イギリス、チェコ、ブラジル、ベルギー

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,636.77円 １株当たり純資産額 1,625.63円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 54.42円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
54.34円

１株当たり四半期純損失金額 3.44円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失で

あるため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)、及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額(△)
        

四半期純利益又は四半期純損失(△)（百万円） 4,912 △310

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

(△)（百万円）
4,912 △310

期中平均株式数（千株） 90,279 90,319

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 119 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月１日

株式会社東海理化電機製作所

取締役会　御中

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松井　夏樹　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 内山　隆夫　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東海理化電

機製作所の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日か

ら平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東海理化電機製作所及び連結子会社の平成20年６月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年７月31日

株式会社東海理化電機製作所

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 高橋　寿佳　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 内山　隆夫　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 奥田　真樹　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東海理化電

機製作所の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日か

ら平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について

四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東海理化電機製作所及び連結子会社の平成21年６月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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